
第１章 信託に対する現状認識、問題
意識および留意点

第１　現状認識
第２　民事信託に取り組むに当たっての問
　　　題意識

第１　相続税法
１　本書の対象範囲
２　贈与または遺贈により取得したものとみな
　　す旨の規定を設ける相続税法
　　―信託法と相続税法の違い―
３　受益者等の存する信託
　　―相続税法９条の２（贈与又は遺贈により
　　　取得したものとみなす信託に関する権利）
　　　に規定する用語の定義―
４　受益者等の存する信託
　　―相続税法９条の２（贈与又は遺贈により
　　　取得したものとみなす信託に関する権利）
　　　の各規定―

〇他益信託
　―課税対象となるものならないもの―

信託法（抄）（平成18年12月15日法律第108号）
相続税法（抄）（昭和25年３月31日法律第73号）
相続税法施行令（抄）（昭和25年３月31日政令
第71号）
相続税法基本通達（抄）（昭和34年１月28日直
資10）
所得税法（抄）（昭和40年３月31日法律第33号）
所得税法施行令（抄）（昭和40年３月31日政令
第96号）
所得税基本通達（抄）（昭和45年７月１日直審
（所）30）
消費税法（抄）（昭和63年12月30日法律第108号）
消費税法施行令（抄）（昭和63年12月30日政令
第360号）
租税特別措置法（抄）（昭和32年３月31日法律
第26号）
租税特別措置法施行令（抄）（昭和32年３月31
日政令第43号）
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて
（抄）（昭和55年12月26日直所３―20ほか）
租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱
いについて（抄）（昭和50年11月４日直資２―
224ほか）

１　信託前の注意点（その１）
　　―商事信託における有用性からの気づき―
２　信託前の注意点（その２）
　　―納得した上で締結すべき信託契約―
３　信託前の注意点（その３）
４　後見制度
第３　民事信託検討前の留意点
１　民事信託の受託者
２　信じて託す信託の意味（米国）

３　一般的には節税の手段とならない信託
４　民事信託において未だ一般化されていない
　　due diligence の実践

第４　大づかみで理解する信託
１　信託法の基本的構造
２　信託の基本ストラクチャー

〇音楽著作権等の保護に使われる信託契約
　―信託による財産権の移転とその効果を理解する―
３　信託の基本法は信託法
４　信託の定義

〇信託財産に属する財産の占有の瑕疵（かし）
　の承継
　―信託濫用の防止という観点から―
５　信託財産と信託財産責任負担債務
６　信託契約
７　時間軸で把握する信託契約

〇信託契約の締結により生ずる信託の効力
　―委託者となるべき者が判断能力を欠く常況
　　にある場合の例―

第２章 具体例で理解する信託の仕組
みと信託税制

第１　信託の仕組みと信託税制の概要を自
　　　宅を信託財産とする例で理解する
　　　―改正民法 899 条の２第１項に対す
　　　　る民事信託による対処法を例に―
１　自宅不動産の所有者が望む財産承継
２　改正民法 899 条の２第１項に関して予期す
　　べきリスク
３　甲が対策として取り得る信託契約の利用法
４　本ケースにおける信託契約の下での信託税制

〇公益信託の萌芽というべき江戸時代の秋田藩
　内に設立された「感恩講」が示唆する「受託
　者」のあるべき姿
　―信託前に知っておきたいこと―

信託メモ①

〇歴史的判例と Fiduciary Duty
　―信託前に知っておきたいこと―

信託メモ②

信託メモ③

信託メモ④

信託メモ⑤

〇決して特別な取引ではない信託財産に属する

信託メモ⑥

５　相続財産となるのは信託財産でなく受益権

第２　遺言と信託契約の関係
１　遺言の遺産分割方法や相続分の指定につい
　　て信託契約で変更する場合
２　信託契約に定める受益者を遺言によって変
　　更する場合
３　受益者を変更することができない信託
４　遺言代用の信託と遺言

第３　顧客向けに不動産に関する民事信託
　　　の個人または家族に対する信託セミ
　　　ナーを実施するアプローチで学ぶ信
　　　託の使い方
１　問題意識の背景
２　判明している事実関係
３　上記２を踏まえた信託契約のあらまし
４　不動産の信託の登記の登記事項
５　信託契約の内容およびその背景にあるもの

〇信託契約書を公正証書とすることを求めない
　一部の金融機関

〇信託契約における協議事項の定めに注目する
　―後見制度を視野に入れた取り組みの実践の
　　ために―

第３章 法令条文で理解する賃貸不動
産を所有する個人の信託税制

信託メモ⑦

信託メモ⑧

〇信託法 88 条（受益権の取得）１項の解釈
　―受益者について受益者を変更する権利との
　　関係で―

〇信託財産に属する株式の分別管理義務
　―根拠法令に照らして―

信託メモ⑨

信託メモ⑩

信託メモ⑪

〇相続税法９条の２第６項に規定する取得また
　は承継の意味

５　相続税法９条の３（受益者連続型信託の特例）

信託メモ⑬
〇巷間伝え聞く信託の終了のさせ方・考え方に
　対する疑問
　―委託者兼受益者の死亡時には既に信託の目
　　的を達成していませんか？―

６　具体例に当てはめて点検する相続税法９条
　　の２および９条の３の規定
７　注目せざるを得ない令和４年 12 月 20 日東
　　京国税局の回答

信託メモ⑫

第２　所得税法
１　実質所得者課税の原則および所得税法 13 条
　　（信託財産に属する資産及び負債並びに信
　　託財産に帰せられる収益及び費用の帰属）
　　の規定
２　所得税法 13 条１項の規定
３　所得税法 13 条２項（受益者とみなされる者）
４　所得税法 13 条４項（受益者が２以上ある
　　場合等）
５　受益者の一部が存しない場合（所基通 13―１）
６　信託財産に帰せられる収益および費用の帰
　　属の時期（所基通 13―２）
７　信託財産に帰せられる収益および費用の額
　　の計算（所基通 13―３）
８　権利の内容に応ずることの例示（所基通 13―４）
９　信託による資産の移転等（所基通 13―５）
10　信託の受益者としての権利の譲渡等（所基
　　通 13―６）
11　受益者等課税信託に係る受益者の範囲（所
　　基通 13―７）
12　受益者とみなされる委託者（所基通 13―８）
13　注意すべき租税特別措置法 41 条の４の２
　　の規定
　　―不動産所得の損失の金額があったとして
　　もなかったものとする規定―

第３　地方税法、消費税法

信託メモ⑭

〇特定公益信託等（参考）

資　料

信託の仕組みと
信託税制のポイント

信託の仕組みと
信託税制のポイント

A5判・総頁306頁
定価3,630円（本体3,300円）送料460円
　　　　      ISBN978-4-7882-9536-0
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員会 録登

お済みですか？
は

会員登録はこちら

会員限定の
法令情報が読める

01
会員限定のサービスが
受けられる

02
ポイント・クーポンが
利用できる

03

WEBサイトはコチラ

根拠となる法令条文の解釈を踏まえて、 信

託の実践に必要な知識を解説しています。

根拠となる法令条文の解釈を踏まえて、 信

託の実践に必要な知識を解説しています。

信託契約書の条項例を多数掲載しています。信託契約書の条項例を多数掲載しています。

民事信託の最前線で活躍している第一人者

による執筆です。

民事信託の最前線で活躍している第一人者

による執筆です。

3,300 3,000

具体例と法令条文で理解する

－不動産を中心とする民事信託からのアプローチ－

具体例と法令条文で理解する　信託の仕組みと信託税制のポイント
－不動産を中心とする民事信託からのアプローチ－

不動産（現物）の売買

８　信託実務の一部を構成する信託税制

掲 載 内 容

●内容を一部変更することがありますので、
　ご了承ください。

著 石垣  雄一郎（税理士）

251022 単行本「（2025.10）51003801 信託税制_表adv」（B4）
［法］
（CC）
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�信託契約書案文・受託者への賃貸人の地位の承継�

信託契約の定めとして「受託者への賃貸人の地位の承継」は不可欠

なものでないため設けないことはありますが、本ケースは次のような

案文にしました。

〇信託契約書（案）（受託者への賃貸人の地位の承継）

第◎条 受託者は、委託者から信託不動産の建物等賃貸借契約におけ

る賃貸人の地位を承継する。

２ 本信託の効力が生じたときに、委託者は受託者に対し、遅滞なく、

前項に係る建物等賃貸借契約書その他の必要な書類（複製可）を引

き渡す。

３ 受託者は、第１項の賃貸人の地位を承継すると同時に、敷金に係

る返還債務を承継し（※）、委託者は受託者に対し、遅滞なく、当該

敷金返還債務に相当する金銭を引き渡す。

(※) 承継する敷金に係る返還債務は、信託財産に属する財産について信託前

の原因によって生じた権利に係る債務（信託21①二）に該当します。

(10) 受託者の職務

本ケースでは受託者Ｋの権限の一部について、受託者Ｋに対し同意

権または指図権を行使してその権限を制限します（信託26ただし書参照）

（下記案文参照）。本ケースで受託者の権限に制限を加える理由は、

多額の支出をする判断について受託者に過度な負担をかけないことへ

の配慮です（受託者となるべき者に対する信頼感が少しでも持てない

場合には、その権限の制限を検討するよりも、むしろその者との民事

信託を避けるべきと考えます。）。

�信託契約書案文・受託者の職務�

本ケースの下記案文に掲げる「受託者の職務」は、受託者が信託の

目的の達成のためにすべき必要な行為の例示です。その必要な行為は
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第１ 信託の仕組みと信託税制の概要を自宅を信託

財産とする例で理解する―改正民法899条の２

第１項に対する民事信託による対処法を例に―

１ 自宅不動産の所有者が望む財産承継

妻に先立たれた甲は、現在、国内に所有する自宅（土地・建物等）

（以下「甲不動産」といいます。）で長男乙とその妻子と共に暮らして

います（下記図表③参照）。甲の子は乙以外に二男丙がいます。

甲は、妻の亡き後、自宅で同居し、何かと気にかけてくれる乙に、

甲不動産を相続させることを決めています。甲には借入金などの債務

はありません（乙も同様です。）。

幸いにも長男乙の仕事は安定し、経済的な支障はありません。一方、

別居する二男丙は、事業を営み、個人保証の借入金が少なからずある

ため、甲は、乙に比べ経済的に不安定な丙の将来に多少の不安を感じ

ています。

以上のような背景がある甲は、近々、乙に甲不動産を相続させる旨

を記載した遺言書を作成する予定です（本書では丙への財産分割、遺

留分についての言及はしません。）（以下【ケース１】とします。）。

さて、令和元年（2019年）７月１日に民法899条の２第１項の規定が

施行されました。次にこの規定の新設により、甲はどのような影響を

受けるのかを点検します。
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�図表③ 信託財産 甲不動産（土地・建物等／自宅）�

〇民法

（共同相続における権利の承継の対抗要件）

第899条の２ 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかど

うかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分

を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなけ

れば、第三者に対抗することができない。

② 〔省略〕

※ 上記規定中の「次条及び第901条」は、民法900条（法定相続分）および同法

901条（代襲相続人の相続分）のことをいいます。

２ 改正民法899条の２第１項に関して予期すべきリスク

(１) 【ケース１】について顕在化するリスク

本項の新設前は、判例により、相続させる旨の遺言による権利の承

継は、登記なくして第三者に対抗することができるとされてきました

（最判平14・６・10判時1791・59、相続財産管理・承継実務研究会編『相続財産管

理・承継の実務』223頁（新日本法規出版、2020年））。しかし、登記制度や強

制執行制度の信頼を害するおそれがある等の理由を背景にこの規律が

第２章36

2頁〔STZ0002〕【仁科(仁駒木)】 3頁

STZ0003.smd  Page 2 25/10/20 11:11  v4.00
信託税制手引･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

受託者がその権限を行使して行いますが、一部の事項は、下記案文の

ように同意権または指図権の行使を受け、制限されるとします（信託26

ただし書参照）。

〇信託契約書（案）（受託者の職務）（※１）

第▽条 受託者は、本信託の目的を達成するために次に掲げる信託事

務の処理をしなければならない。

一 入居者募集及び入退去手続

二 建物等賃貸借契約の締結、解約、変更及び更新

三 建物等の見回り、点検及び修繕維持

四 不動産に関する損害保険の点検・見直し及び付保

五 設備等の点検、更新及び追加工事

六 建物等の大修繕 （※同意権行使の対象とする。）

七 建物等のリノベーション又は建替え （※指図権行使の対象と

する。）

八 不動産の購入 （※指図権行使の対象とする。）

九 不動産の処分 （※指図権行使の対象とする。）

十 近隣の不動産市場の動向把握（第三者への調査依頼を含む。）

十一 業務委託先との契約及び見直し

十二 別途定める受益者に対する金銭の給付及び信託帳簿の作成

十三 信託の計算書（※２）の作成を含む所轄税務署長への書類の

届出

十四 翌年の不動産賃貸事業計画（中長期計画を含む。）策定

（※同計画の実行に当たっては同意権行使の対象とする。）

十五 訴訟行為（訴訟代理人の選任を含む。）（※３）

十六 各信託事務の処理及び見直し

十七 上記一から十六に関連する一切の業務

２ 前項の規定にかかわらず、受託者は、次の各号については、それ

ぞれ各号に掲げるところによる。

一 前項６号及び14号に掲げる事項 委託者兼受益者による書面
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(ｃ) 相続税の課税物件

上記(ｂ)の納税義務者が当該信託の委託者から遺贈により取得した

ものとみなされる当該信託に関する権利。

(イ) コメント

(ａ) 本項（みなし遺贈）は、典型的には遺言信託（信託３二・４②

参照）（注）において、または信託契約（委託者となるべき者の死亡を停

止条件に効力が生じる信託）（信託４④参照）において、信託の効力が生

じた時に、当該信託の受益者等となる者に対し適用される規定です。

(ｂ) 上記(ａ)のいずれの信託も委託者の死亡時に信託の効力

が生じます。

(注) 信託法の遺言信託は、金融機関が遺言の作成・保管・執行といった一連

の業務をパッケージ商品として提供する「遺言信託」とは全く別物です。

信託メモ⑪

〇他益信託―課税対象となるものならないもの―

信託の効力が生じた時に、委託者（個人）以外の者を受益者（個人）

とする信託（他益信託）は、原則として、受益者に贈与税が課されます

（相税９の２①）。例外として、信託会社等を受託者とすることが要件の

１つとして、特定障害者に対する贈与税の非課税（相税21の４）や、教育

資金支援信託等について租税特別措置法の各規定により贈与税が例外的

に非課税となる措置があります（国税庁、内閣府等HP参照）。

これに対し、金融機関が窓口となって、投資信託運用会社（委託者・

指図権者）が投資家（受益者）から金銭を調達し、信託銀行（受託者）

に対し当該金銭を信託し、当該金銭により株式や債券を購入し運用する

投資信託商品があります。これも他益信託の１つといえますが、課税対

象となる取引ではありません。
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(２) 信託の効力が生じた時に信託に関する権利の一部を無償譲渡

し、受益者連続型信託の特例を適用するケース（その１）

◆本ケースの委託者兼受益者Ｙ（母）は、信託の効力が生じた時（贈与

税の課税時期）の信託に関する権利の一部（権利割合50％）（贈与税の

課税物件）をＫ（子・二女）（贈与税の納税義務者）に対し、無償で譲

渡する（Ｋはこの割合に見合う信託財産責任負担債務を負担する（上

記�各ケース共通の前提条件�④参照）。）。

◆信託の効力が生じた時、ＹとＫの２人が受益者（「受益者としての権利

を現に有する者」（相税９の２①、相基通９の２―１））となる（信託期間

中、受益者の変動はない。）。

◆Ｙの死亡（相続税の課税時期）を信託の終了事由とし、残余財産受益

者または帰属権利者をＫ（相続税の納税義務者）とする。この時、Ｋ

は、残余財産（現金預金・Ｙマンション）（相続税の課税物件）ととも

に残りの信託財産責任負担債務（預り敷金・借入金）を承継する。

�課税関係の考え方�

① 信託の効力が生じた時の残余財産受益者または帰属権利者に関す

る考え方は上記(１)①と同じです。

② 信託の効力が生じた時に贈与により取得したものとみなされる

「信託に関する権利」（50％）（相税９の２①）を取得した受益者Ｋは、

当該信託の信託財産に属する資産および負債を取得したものとみな

して、相続税法（41条２項を除きます（注１）。）の規定が適用されま

す（上記�各ケース共通の前提条件�④参照）（相税９の２⑥本文参照）。

そのため、次のような取扱いとなります。

(ア) 相続税法９条の２第１項の規定の適用を受けるＫは、同条

６項本文の規定を介して、受益者連続型信託の特例に関する同法９条

の３第１項本文および相続税法施行令１条の８第３号の規定が適用さ

れます。Ｋが贈与により取得したものとみなされる「信託に関する権

利」（50％）は、受益者連続型「信託に関する権利」として、その価値

に作用する要因としての制約が付されていても、当該制約は、付され
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